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１ はじめに－－－問題の所在

近世日本の貨幣流通のあり方は三貨制度と称される，金・銀・銭の３種貨幣

で構成される独特の並行本位制であった。ただし，いずれの地域でも３種が流

通したのではなく，幕府の位置する江戸を中心とする東日本では金遣い，全国

的商品流通の中核地・大坂を中心とする西日本では銀遣いが基本であり，小口

の取引や端数処理においては銭貨が使用されたとされている。このこと自体基

本的に誤りはないが，全国的に個別の地域ごとに観察したり，時代的な推移を

見ると，一般的に言われるような単純な様相を示しておらず，複雑多様であっ

た。

これらのうち，一見銀目勘定のように見えながら，銭建て勘定である銭匁遣

いは単純に三貨制度にかんする通説的理解では割り切れない代表的な勘定法で

あった。地域によりその運用は多様であり，１単位（匁）が含む銭量は地域に

より区々であった。このため銭匁で表示される貨幣価値を知るにはその内実量

があきらかでないと，物価動向も判明しないこととなる。そして，必ずしも特

定地域に限定されない重要な貨幣慣行でありながら，永くその実態解明が放置

されてきた。

この３０年余り，事例研究がようやくはじまり，かつ進展１）した結果，銭匁

遣いのアウトラインについておおよそ次のようなところまであきらかになって

きた。すなわち，銀遣いが基本であるとみなされている西日本で，多くは１８



世紀後半から，地域によっては１９世紀初頭までにはその慣行がはじまり，明

治初年まで銭匁遣いは続いた。その１単位が含む銭量は固定化して一定額の所

と，銀銭相場に適宜連動していた所があった。また，銀目の藩札ないし私札が

発行されたことを契機に，それが銭札化したため銭匁勘定が成立するケースも

多いことも判明した。その際，中国や四国地域の西部と九州の大部分では固定

銭匁遣い，畿内周縁部では変動銭匁遣いがより一般的に観察できることも確認

できた。

変動銭匁遣いとは，１匁あたりの銭量が銀銭相場と連動して変動するもの

で，畿内周縁部のケーススタディとしては播磨と紀州田辺地方についての観察

がおこなわれている。そもそも銀目遣い経済の中核地・大坂の近辺で，異例な

慣行とも言える銭匁遣いが，なぜ行われてきたかという問題自体についても未

だ十分な説明は出来ていない。さしあたり，１８世紀後半以降の丁銀減少と銭

貨の大量鋳造により，銀貨に代えて銭貨を一定のまとまりをもって使用したこ

とが想定される。ならば，なぜ西南日本地域では主要に固定銭匁遣いが多く観

察できるのか，この問いに対する確たる説明も未だなされていない。

かつて筆者が，銭匁遣い慣行の確認できる地域をもって金遣い・銀遣いに対

応する「銭遣い」地域であると提唱した際，少なからざる見解は，それが「銀

遣い」の反映であるに過ぎないと解釈する向きが強かった。２）たしかに，銭匁遣

１）銭匁遣い慣行にかんする近年までの事例研究の概括は，拙稿「江戸期貨幣制度のダイナ
ミズム」（日本銀行『金融研究』１７－３，１９９８年），および拙稿「近世後期金融取引の基準貨
幣――豊後日田千原家史料を中心として」（『松山大学論集』第１１巻第１号，１９９９年）を
参照。当初の事例紹介は，野口喜久雄による日田および九州北部（「江戸時代の日田商業
と経営」『大分工業高等専門学校研究報告』第１号，１９６４年），藤本隆士による福岡・秋月
藩領等の九州北部（「近世西南地域における銀銭勘定」『福岡大学商学論叢』第１７巻１
号，１９７２年），および筆者によるものに限られていたが，１９９８年から今日まで定期的に開
催されている貨幣史研究会に集うメンバーにより，さらに研究の広がりがようやく見られ
つつある。それらの主なものは以下の通り。浦長瀬隆「近世九州地方における貨幣流通」
（『国民経済雑誌』１８３－２，２００１年），および「近世長門国・周防国における貨幣流通」（『国
民経済雑誌』１８６－５，２００２年），安国良一「１８・１９世紀の通貨事情と別子銅山の経理」（『住
友史料館報』３２，２００１年），古賀康士「備中地域における銭流通」（『岡山地方史研究』９９，
２００２年）など。
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いの定義が当初は厳密にされていなかったため，銀遣いが一般的な畿内で銭匁

遣いが事例として確認できても，取引の基準貨幣は銀貨であるため，銀遣いの

反映とみられたのは当然であった。しかし，西南日本でより一般的に見られる

固定銭匁遣いは銀匁勘定とははるかに距離を置くもので，変動銭匁遣いとは本

質的に性格を異にするものである。

本稿は，畿内周縁部でまれに見られる銭匁遣い事例のもう一つの地域とし

て，北近畿・宮津藩領での実態を観察し，西南地域との決定的な差異を見出し

て，銭匁遣いの本質を究明する手がかりをえることを目的としている。おなじ

畿内周縁部であっても，大坂に近接した播磨，近畿南端の紀州田辺に対し，北

近畿地方の代表例として観察事実は有用であろう。

２ 近世北近畿（三丹地方）経済の概要

北近畿地方を構成し，古くより丹波，丹後，但馬の３国からなる三丹地方

は，近代以降は丹後が京都府，但馬が兵庫県に編入され，丹波は分割されて京

都，兵庫両府県に属するというように一体性がないようにみえる。しかし，こ

の３国は京都から日本海沿いに西に伸びる山陰道の入口としてだけでなく，す

くなくとも近世においては主として京都に供給する丹後縮緬生産の分業地帯と

しての経済的まとまりがあった。明治初年まで養蚕地帯にとどまった但馬，養

蚕も行いながらもより付加価値の高い生糸生産への特化を志向した丹波，そし

て地元はもとより丹波・但馬からの生糸供給をも受けて加悦谷・峰山近辺から

始まり，のちに宮津を中核として全域的に機業が展開した丹後である。（付図

参照）

これらの状況を明治初年の統計で確認しよう。表１は１８７４（明治７）年「府

２）その代表的論著として，新保博「江戸後期物価と貨幣に関する断章」（『三田学会雑誌』
７３－３，１９８０年）がある。また基本的に同じ視点で，マクロ経済的な枠組みとの関連で本格
的に分析検討を加え，銭匁勘定についての「一般論」を提示せんと試みた，鹿野嘉昭「銭
匁勘定と銭遣い――江戸期幣制の特色を再検討する――」（『経済学論叢』（同志社大学）
近刊号に掲載予定）も注目される。

近世畿内周縁地域の銭匁遣い １９１



伊根

岩滝

須津
宮津

間
人

浜
詰

津
居
山

竹
野

柴
山

浅茂

久美浜城崎
豊岡 由

良

宿南
八鹿 大江山

養父市場
和田山 夜久野

福知山

佐治

生野

福本

姫路

黒田庄
滝野

小野

古市

篠山 福住

古
加

川

良
由

川

日本海
若狭湾

田辺

山家
上杉

綾部

須知
殿田
園部
八木

世
木

周
山

山
国

愛宕山

亀岡

鞍馬山

伏見

京
都

嵯
峨

桂
川

桂

淀

但 馬

竹田

丹

後

丹 波

摂

津

凡　例
城・陣屋

宿場

湊

河岸

街道

河川

山

県物産表」に見える豊岡県（三丹地方のうち，丹波については京都府に編入さ

れた４郡を除く氷上・多紀両郡のみの範域）の農水産物と工産物価額の構成で

ある。この期の調査では工産物としては酒を中心とする醸造物類が全国的には

首位を占めた３）が，豊岡県では全農水工産物価額の１割を縫製物類が占め，醸

造物類の１．６倍以上の産額であった。しかも，その９割近くは縮緬であり，ま

た養蚕（繭類）と生糸の産額合計も醸造物類をはるかに越えていたように，三

３）山口和雄『明治前期経済の分析』東京大学出版会，１９５６年，１４頁。

丹後宮津とその周辺図

出典：地方史研究協議会編『地方史事典』弘文堂，１９９７年刊より
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丹地方が丹後縮緬を中核とした養蚕・製糸産業で経済が成り立っていたことが

わかる。

表２は三丹内の分業化状況を垣間見る統計である。郡ごとの調査値を積み上

げて，旧国別主要生産物と海外輸出向け農産物（生糸・紙のような一部農産加

工品も含む）のより正確な動向が判明する４）１８７８（明治１１）年についてみる

と，３国のいずれも繭（養蚕）と生糸を生産しているが，繭は養父郡を中心と

する但馬，生糸は氷上郡を中心に丹波がはるかに他の２国を抜いている。丹後

は，繭，生糸のいずれも少額であり，機業により集中していることを示唆して

いる。

三丹地方の養蚕・製糸・絹織り生産自体は，その地理的特性から古代まで

遡って確認することが出来る。しかし，地域内農民の副業収入として重要な地

位を占めるようになるのは１８世紀中期以降であった。京都西陣から縮緬織り

技術が丹後の加悦谷および峰山地方に伝えられた１７２０年前後以降，農間余業

として域内で急速に生産を伸ばしたことはすでに知られている。５）その原料糸は

４）「全国農産表」は１８７６年から利用可能だが，三丹地方のうち，７６年は丹後において調
査漏れ多く，７７年は但馬出石郡の繭生産額がケタ違いに過大な計上がなされている。

産 物 生産額 県内産額シェア

米
麦

醸造物類
繭類
生糸類
縫製物類
（うち縮緬）

１，９６０，８４４
２７３，８５１
３０９，３１０
１１１，３３０
２９０，１０８
５１２，３１４
（４３８，０６１）

３８．３％
５．３％
６．０％
２．２％
５．７％
１０．０％
（８．６％）

表１ 明治７年豊岡県農水工産物生産額

典拠：『明治前期産業発達史資料』第１集，１９５９年，５６９－８６頁
注１：「豊岡県」とは但馬・丹後全域と，丹波の多紀・氷上２

郡のみ。
２：生産額単位は円。
３：縮緬以外の「縫製物類」は白木綿，縞木綿，糸入縞，綿

縮緬等。
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全国に集荷網を張りめぐらし，販売独占権を得ていた京都和糸問屋からの仕入

れが基本であったが，しだいに在方の糸屋や他国からの生糸売り込み商人から

の仕入が増大した。この様相はとくに１７６９（明和６）年に生じた京糸問屋の

配下にあった糸屋町と在方糸問屋との対立とその後の和解６）を経て，より自由

な取引が行われるようになり，三丹地方の製糸業進展を促した。

これらの動向を，かならずしもそれ自体が経済発展の指標ではないが，ある

程度の反映である人口推移を国別に見てみよう。表３によれば，１７２１（享保６）

年以降判明する三丹地方人口は幕末期にかけて減少することなく，着実に増加

した。とくに丹後の増加率は縮緬生産の普及と符合するような推移を示してお

り，農民の余業収入が人口増加になんらか影響を与えていたことを示唆する。

但馬も丹後についで増加率が高い。しかし，丹波は１９世紀初めまで人口は微

減したままで推移し，明治初年にかけてもわずかな増加にとどまっている。

これらの解釈にあたり，三丹をふくむ近畿地方，および山間地ないし日本海

に面して地域的特質の類似する山陰地方人口と対比してみよう。一般的には都

市部や肥沃な農地を多く含む近畿は経済発展度が高く，人口増加率も高いよう

に見られるが，これまでの歴史人口学の成果７）によれば事実は逆であった。近

世日本の都市は農村部と比べて，西洋と同じく衛生状態が悪く，密集居住で

５）池田敬正「丹後ちりめん」（地方史研究協議会編『日本産業史大系』６，東京大学出版
会，１９６０年），および足立政男『丹後機業史』，雄渾社，１９６３年。
６）前掲池田敬正「丹後ちりめん」７６頁。
７）速水融『歴史人口学の世界』岩波書店，１９９７年，８７－９３頁。

地 域 生 糸 繭

丹波６郡
丹後５郡
但馬８郡

７６，００２
２３，８４３
４６，１０１

２７４，０７７
２３５，４０４
３９３，０４４

表２ 明治１１年三丹地方の生糸・繭産高

典拠：「明治１１年全国農産表」（『明治前期産業発達史資
料』別冊（３），１９６５年）１６６－７５頁。

注：単位は斤。
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あったため，ひとたび疫病が発生したり，火災が生じると死亡率が農村部より

もはるかに高く，しかも減少人口を都市周辺部から引き寄せるため，それらの

周辺農村部も人口増加率に影響があった。三丹地方で，京都や大坂により近接

した丹波が近畿全体の人口動向により近い趨勢を示したのはそのためである。

一方，近畿都市部とはより遠隔の山陰地方では全国的にもより高い人口増加率

を示した。これは京・大坂等への出稼ぎ機会が少なく，他方で北前船等寄港に

よる商業機会もあって，各地特産物生産が農業外収入となって人口増加を支え

たことが想定できる。丹後や但馬が丹波よりははるかに高い人口増加率を見せ

たにもかかわらず，山陰地方全体の増加率ほどには高くなかったのは，京坂方

面への出稼ぎ・移住がより多くあったことを示唆する。

三丹地方における商品貨幣経済化は，年貢の銀納化が進展していたことから

も確認できる。従来，この地域は低生産力地域と位置付けられ，石代納を契機

とした利貸し活動が（多数農民の窮乏化を招き）豪農支配の散田経営をもたら

したといわれる。８）しかし，米納年貢制のもとで主穀生産よりもそれ以外の商品

作物や加工生産が多い場合，ただちに低生産地帯と断じるのではなく，早期よ

８）『兵庫県史』第５巻，１９８０年，９－１０頁。

年 丹 後 丹 波 但 馬 三丹全域 近畿１２国 山陰５国

１７２１（享保６）
１７５０（寛延３）
１７８６（天明６）
１８０４（文化元）
１８２２（文政５）
１８３４（天保５）
１８４６（弘化３）
１８７２（明治５）

１００．０
１０７．３
１１２．７
１１７．７
１２３．５
１２７．１
１２３．２
１２８．５

１００．０
９７．０
９８．８
９９．２
１０２．１
１０２．８
９８．６
１０３．７

１００．０
１０４．６
１０５．８
１１１．９
１１９．８
１２３．１
１１５．９
１２４．９

１００．０
１０１．３
１０３．８
１０６．７
１１１．５
１１３．６
１０８．７
１１４．９

１００．０
９５．３
９４．７
９２．９
９６．０
９５．７
９３．５
９９．８

１００．０
１０５．１
１１２．０
１２０．０
１２７．３
１３２．７
１２４．８
１４０．１

表３ 三丹地方人口（指数）の推移 １７２１－１８７２年

典拠：関山直太郎『近世日本の人口構造』吉川弘文館，１９５８年，１３８頁より算定。
注１：「近畿」は今日の範域にほぼ同じ。三丹地方も含まれる。
２：「山陰」は因幡，伯耆，出雲，石見，隠岐の５国。
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り貨幣経済が進展していたと見るべきであろう。出石・豊岡両藩では１７世紀

後期からすでに藩札が発行されたのも，あながち領主財政の事情のみでなく，

領内の一定の貨幣不足が生じていたことも十分に想定される。加えて，米不足

が１９世紀初頭に際立つようになり，出石藩の場合，かつて数千石も想定され

た回米量が文化期以降は４３０石に減少した。それどころかこの地域の海運玄関

口である津居山港では越後米・九州米・加賀米・庄内米などが移入するように

なった。９）他国米移入量は１８５０年代には但馬のみで４～５万石にも達するとい

う。１０）

このような商品貨幣経済の進展は一つの領国内に限定されるものではなく，

藩域を越えて確認できる。出石藩は年貢銀納を１７世紀末から実施していたが，

領主交代によっても変わることなく，むしろ銀納は拡大された。その際の換算

値段は出石城下や近辺の米価ではなく，常時広く三丹地方の物価調査を踏まえ

て決定された。調査は１９世紀前半のかぎり，年４回も行われており，対象地

は但馬の豊岡・竹田，丹波の福知山・綾部，丹後の田辺（舞鶴）・宮津の各国

２ヵ所ずつ，計６ヵ所であった。１１）まさに丹後縮緬に結ばれる，主として但馬

－養蚕，丹波－製糸の地域が経済圏として一体化されていたことが類推される

事例であろう。

３ 三丹地方の札遣いと銭匁遣いの始まり

宮津地方の銭匁遣いを考察する前提として，三丹地方の札遣い状況をあらか

じめ観察しておこう。銭匁遣いは札遣いを契機として始まることが多く，また

札遣い自体が一定の貨幣需要に呼応して始まることも少なくないからである。

札遣い状況を概観する際，典拠とされることの多い日本銀行編『図録 日本

の貨幣』第６巻所収「古紙幣一覧」１２）によれば，三丹地方の藩札で初発がもっ

９）岩橋勝「但馬出石藩産物会所をめぐる諸問題」（『松山商大論集』第２０巻第４号，１９６９
年）１７７頁。

１０）前掲『兵庫県史』１１頁。
１１）岩橋勝『近世日本物価史の研究』大原新生社，１９８１年，７６－７頁。
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とも古いのは但馬・豊岡藩（１．５万石）で，延宝年間（１６７３～）に銀１０匁札

と１匁札が出され，この札は享保・元文期にもそれぞれ年号が押捺されて使用

された。おなじ但馬の出石藩でも延宝２年に札遣いが始まるとされる１３）が，

現物がなくて確言はできない。しかし，元禄期には額面１匁～１分の銀札が出

ており，享保以降も断続的に使用された。丹後では田辺藩の１６９４（元禄７）年

銀札がもっとも古く，丹波では柏原藩（２万石）が元禄１１年に銀札を出した。

この他の三丹地方の藩では判明する限りすべて享保期以降の発行であり，周辺

の松江藩（延宝３年に初発，以下同），鳥取藩（延宝４年），岡山藩（延宝７年），

赤穂藩（延宝８年）などと比較すると大藩が少なかったこともあり，早期に札

遣いが始まった地域とはいえない。

とはいえ，１８世紀なかば前後から三丹地方の札遣いは進展し，１９世紀に入

るといずれの地域も何らかの札が流通するようになった。まず，丹波では綾部

藩が１７４７（延享４）年，園部藩が１７３０（享保１５）年，亀山藩が１７５０（寛延３）

年，山家藩が１７７２（安永元）年，福知山藩が安永３年に札遣いを開始し，丹

後では田辺藩のほかは宮津藩が文政期に額面１０貫文～２文にいたる１０種の銭

札をはじめて発行したことがわかるほかは，峰山藩と但馬の村岡藩については

少なくとも幕末までに１０種以上の藩札が発行されたことは判明するが，その

時期はわかっていない。ともに１万石ほどの小藩であり，札の名称や引替所が

一定ではないので，１９世紀に入って幕末に向け，たびたび引替をくり返しな

がら発行・流通を続けたものと思われる。

以上の概観から，三丹地方の札遣いは全域的に遅くとも１９世紀前半には浸

透したものと思われるが，多くは銀札であり，一部の藩領で銭札も流通した。

銭札は額面が１貫文や１０文というような通常の銭札（銭文札）と，「銭５匁」

「銭３分」というような表示であるため，一見銀札と見間違えやすい銭匁札の

２種があるが，前者は西日本では銀目廃止となった明治維新以降に新発行され

１２）日本銀行編『図録 日本の貨幣』６，東洋経済新報社，１９７５年。
１３）岩橋勝「但馬出石藩の銀札史料」（『松山商大論集』２０－３，１９６９年），１３２頁。
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るか，旧銀札に改印されて銭札として使用されることが多かった。問題は銭匁

札であって，「古紙幣一覧」によるかぎり，銀札は三丹地方で幕末までにほぼ

全域で流通するようになったが，銭匁札はかなり限定されている。すなわち，

但馬の出石・豊岡・村岡３藩と丹後の宮津・峰山両藩では少なくとも１９世紀

に入ってより見出せるものの，丹後の田辺藩と丹波の７藩すべてではまったく

検出できないのである。なぜ限定された地域にのみ銭匁札が流通し，また銀札

とどのような関連をもって使用されたのか。これらの疑問を解明する手がかり

として，まずは銭匁遣いがいつから始まっているか，検討してみよう。

「古紙幣一覧」では但馬・丹後両国の銭匁札発行時期は，豊岡藩が文政期に

銭１０～１匁を発行したことが判明するほかは，いずれも不明なままである。

同藩の場合，１７世紀後半から１９世紀にいたるまで銀札が断続的に発行されて

いたことがあきらかであり，並行的に銭匁札が流通していた可能性は否定でき

ないものの，詳細は不明である。これらの事情は地域の使用通貨状況を示す関

連史料から観察するほかはない。以下，宮津藩領の場合についてみよう。

宮津城下で元結屋の屋号をもって酒造・廻船業を営む一方，藩財政とも深く

かかわり，町名主をも勤めた三上家に残る大量の借用証文１４）のうち，判明す

る限りでもっとも古い銭匁勘定の記録はつぎのとおりである。

「 覚

一銭百四拾匁也

右之銭慥ニ借用申処実正ニ御座候，此質当ニ順禮舟株壱ツ書入申候，尤

当八月限り月壱歩半之利足ヲ加へ元利共無滞急度返済可仕候，為後日証

文仍而如件

河原町鍵屋借り主

安永九（１７８０）子年三月 善兵衛 �

元結屋勘兵衛殿 （三上家文書）」

１４）借用証文も含め，とくに注記のない三上家文書は京都府立丹後郷土資料館寄託文書を利
用。
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この証文は三上家と同業の舟持ち商人と思われる鍵屋善兵衛が舟肝煎２名の

加判を得て，三上家から「銭」１４０匁を，舟株を質物に書入れで半年間借用し

たときのものである。この種の記録で，まれに「銭」と「銀」を混同して誤記

される場合があるが，この記録の場合は本文にも「右之銭」とあり，「銀」１４０

匁ではなく，「銭」１４０匁であることは間違いない。同家文書はおおむね１７８０

年代以降のものしか残存せず，安永期以前に銭匁勘定があったかどうかは遡っ

て確認できない。

宮津地方で半世紀以上遡る享保期に，銭匁遣いがあったかもしれないような

文献記事を見ることはできる。すなわち，１９６３年に京都府峰山町が編集・刊

行した『峰山郷土史』上によれば，宮津領では１７２０（享保５）年秋，公定価

格として「酒１升 銭３匁３分」，また翌年に「銭１匁を２０文通用」とした（２１０

頁）。さらに，享保１１年には「銭１匁を７４文通用と触れ出した」（２１２頁）と

いう。いかにもすでに当時，物価が銭匁単位で表示され，「銭１匁」の銭貨内

実量が銀銭相場変動に応じて適宜に定められている「変動銭匁遣い」の慣行が

成立していたようにみえる。しかし，これはただちに「銭匁遣い」と同義では

ない。１５）銀貨の純分率が短期間に数度にわたり引き下げられた宝永（１７０４～）年

間以降，良貨主義に復古した正徳末－享保初年にいたるまで，銀銭相場はきわ

めて不安定であり，銀建ての取引価格は当時より価値の安定していた銭貨でそ

のつど銀貨の価値を表示することが便宜的であった。一見，銭建て価格のよう

に見えるが，その価値基準は銀貨であって，実際に授受される銭貨との交換比

率がそのつど明示されているにすぎないのである。「銀遣い」といわれる西日

１５）この種の慣行をいち早く近世貨幣史の中で見逃せない課題，として問題提起した藤本隆
士氏が，平戸藩生月島・益富家帳簿の事例から，一定の代銀を銭貨で表示する際，たとえ
ば「銀２貫６３匁７分」でも「銭２貫６３匁７分」でも，１匁相当の銭量が同一である限り
同価値である，と断じている（藤本隆士「近世西南地域における銀銭勘定」『福岡大学商
学論叢』１７巻１号，１９７２年，１１頁）ように，一定量の代銀を銭貨で支払ったり，勘定し
たりする際には「銀１匁 但し銭１０９文ニ而」という記録を，一気に「銭１匁 但し１０９
文替」という表記で済ますことが少なくなかったのである。つまり，「銭○匁△分」とい
うような記録だけでは，たんに「○匁△分」に相当する代銀を銭貨額で表示した，という
にとどまり，取引の価値基準通貨は銀貨であったと考えるわけである。
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本において，銀銭相場の記録は東日本の金銭相場に比べるとはるかに少ない

が，幕府丁銀がしばしば改鋳された１８世紀はじめの３０数年間については，各

地で比較的こまめに記録されている。取引に際しての価値基準と流通手段が西

日本では，とりわけ小額取引で乖離することが少なくなかったことから，『峰

山郷土史』のように，一見すでに銭匁遣いが成立していたような記述がなされ

ることもあったのである。

三上家には１７８１（天明元）年から，月ごとの小口貸や酒小売掛等を記帳し

た「掛取帳」という半横帳が多数残存している。同年にかんしては，銀建てで

は５００匁や２００匁のような額面が記録される一方，銭匁建てでは１５０匁ほどが

高額の記録であり，多くは１０匁前後の小口売掛であった。ちなみに頻繁にあ

らわれる「酒掛」は銭５匁前後であった。あきらかにより高額の売掛では銀建

てが一般であり，日常的な小口の掛取引は銭貨で行われていたことがわかる。

また，１７９８（寛政１０）年１２月「掛取帳」の末尾には湊屋庄次良分として，

次のように記されている。

「 一銭五百匁 此り 三拾六匁

一銀五百匁 此り 三拾六匁

内

銭百八拾匁 十二月�日入候

一年賦銀百匁 さし拾匁

一二口利足〆 七拾弐匁

〆百八拾弐匁

内

右百八拾匁入 相済 」

断片的記録であるため，詳細は明らかでないが，記されたかぎりで類推する

と，湊屋は寛政１０年正月に銀，銭それぞれ５００匁ずつを年７歩２朱（７．２％）

の利息で三上家から借用し，１０年賦で毎年合わせて１００匁ずつ利息とともに

返済することとなっていた。上の記事は１年目のもので，銭１８０匁が三上家に
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支払われたが，これは年間利子合計７２匁と，年賦銀１００匁で合わせて１７２匁

のところ，「さし（差歩）」が１０匁付加され，さらに支払いにあたり２匁が切

り捨てられて１８０匁となったと思われる。「さし」とは銀匁価値と銭匁価値の

乖離を埋めるためのもので，後に示す宮津藩家老沼野家日記によれば，このこ

ろ銀匁に対し銭匁は６～１０％の差歩が生じていた。いずれにしても，すでに当

時，銀匁とは異なる価値単位の銭匁勘定が並行して，広く用いられていたこと

がわかる。

以上のように，宮津地方では安永期までには銀匁遣いとは異なる銭匁遣いが

行われており，１８世紀末には銀匁遣いと連携しつつ，日常的に独自の勘定単

位として広く使用されるようになった。しかし安永期をさらにどれくらい遡れ

るのか，管見の限りまったく手掛かりがない。享保期には銀匁価格を流通貨幣

である銭貨で直接表示する「銭匁」価格が現れるが，これは銀貨で授受すべき

ところ，銀銭相場の変動に応じてそのつど銀貨価値に換算し，流通手段として

より便宜な銭貨を用いたというに過ぎない。つまり，基本的に銭建ての勘定で

ある銭匁遣いそのものとは本質的に異なっている。ではあるが，１８世紀後半

に進展した正銀後退に伴う，銭貨増鋳による西日本での主要通貨交代が，銭匁

遣い成立の大きな契機となったことは誤りないと思われる。

４ 銭匁遣いの実態

近世後期に中国四国や九州地域で展開した銭匁遣いは，成立期こそその内

実，すなわち１匁のあらわす銭量が銀銭相場に連動して変動する場合もあった

が，基本的に銭１匁の銭量は一定であった。しかし，これまで観察した近畿地

方のうち，播州や南紀田辺地方ではそのような固定相場を確認することができ

なかった。この差異が西南日本の銭遣い優位性を決定づける特性と考えられる

ので，以下，宮津地方の銭匁遣いを詳細に観察してみよう。

宮津藩主として１７５８（宝暦８）年に遠江浜松から入封した本庄氏に仕え，

幕末まで世襲家老を勤めた沼野家（知行１，０５０石）には，１８０１（寛政１３）年
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以降，若干の家政日記が残存し，同家の家計収支の詳細が断片的にわかる。最

も遡れる寛政１３（享和元）年の日記１６）から，すでに当時浸透していた銭匁遣

いの内実や，銀匁との関連のわかる部分を摘記して考察を加えてみよう。

� 「一 銭壱匁今日�九拾六文ニ通用ニ相成候事」（正月２０日，p.３０６）

� 「一 つね切米之内相願候付，銭弐拾匁相渡遣也，尤金壱分此銭十六匁

ト七拾六文外銭三匁ト廿文添，〆弐拾匁也」（５月２６日，p.３３７）

� 「一 米壱斗弐升 壱升ニ付七十文替

此代銀八匁七リン」（４月３日，p.３２４）

� 「西川新蔵と申者，組之者へ頼織せ申候，太織糸織代相払遣候也

覚

一 銀拾七匁五分 三丈五尺代

此処金壱分此銀十五匁五分

外銭弐匁さし拾六文添え（８．３％の差歩）

〆銀十七匁五分

右之通新蔵へ相渡遣候」 （９月４日，p.３６４）

� 「一 先達而大工七治郎へ払米遣候代銀残り来ル，請取如左

覚

一 米代 不足分

銀拾弐匁弐分也

銀八匁六分 懸や包一

外銭三匁六分五リン

此さし三分六リン一割

〆銭四匁ト一文」 （９月８日，p.３６５）

� 「一 糸や六治郎へ申付払米差出候，代銀差越請取申候也

覚

１６）『宮津市史』資料編，第２巻，１９９７年，３００－３９４頁に収載。本文で引用の史料�～�で
明示した頁数はすべて本書の収載頁。なお，カッコ内は筆者の注記。
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御米五俵代

一 銀百三拾六匁 但六拾八匁替

内

百三拾三匁弐厘 金弐両弐朱

弐匁九分八厘 両六拾弐匁六分替

さし十八文 銭ニて

右之通代銀指上申候，以上

酉十二月五日 糸や六治郎」（p.３８６）

まず�では，１８０１（寛政１３）年正月２０日に「銭匁」が９６文通用になった

ことがわかる。当時近接の京都銭相場は銭１貫文につき銀９．２５匁１７）すなわち

銀１匁あたり約１０８文であった。宮津城下の銭相場が９６文であったとすると，

京都は１２．５％も高かったように見える。しかし，先にふれたように，三丹経

済圏と京都はともに隣接するだけでなく，縮緬を完成品とする産地と全国的集

散市場として経済的な結びつきは強く，ために貨幣相場は比較的小さな幅内で

推移したと見られ，数％も超えるような銭相場の格差は考えられない。

「銭匁」の実体を検討するため，金貨や銭貨の勘定と授受貨幣の使用例を�

に示した。沼野家は後掲のように合わせて１０人の用人，下男，下女を抱えて

おり，５月支給の切米として下女つねに銭２０匁が渡されたが，その実際貨幣

が明示されている。つまり，実際に渡されたのは金１分と銭３匁，および２０

文であった。銭２０匁という額はさほど高額でもなく，銭貨でそのまま支給さ

れてもおかしくないにもかかわらず，当時すでに西日本でも金貨が流通貨幣と

して広く浸透し，日常的に使用されていたことが分かる。その際，金１分は銭

１６匁と７６文で換算されている。銭１匁の銭量を xとすると，下女つねに渡さ

れた銭２０匁は次のように数式化できる。すなわち，

１７）中井信彦編「近世相場一覧」（『読史総覧』人物往来社，１９６６年），７９５頁。
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２０x＝（１６x＋７６）＋（３x＋２０）

であるから，x＝９６つまり９６文となり，正月下旬からその内実量は変わって

いなかったことが分かる。金１分は銭１，６１２文（１６×９６＋７６）となり，銭２０

匁の残余の銭額は合わせて３０８文（３×９６＋２０）となる。合計銭１，９２０文の支

払いを一分金と「銭３匁」および銭２０文ですませたのである。

問題はこの小額の「銭３匁」を「銭２０文」と合わせて支払わず，なぜ「銭

３匁」として手渡したかである。端数の２０文は銭貨で支払っているので，こ
さし さし

こでの銭３匁は銭９６枚を１緡とするまとまりである「銭緡」が３個授受され

たことを示している。つまり，当時，銭９６文を超える銭額はバラの銭貨では

なく，まとまった銭貨の単位である「銭匁」の通貨が使用されていた。「銭匁」

はたんに計算単位だけでなく，現実に流通手段として授受されていたわけであ

る。

では，この「銭匁」はたんなる銀匁の代替物，つまり銭匁の内実銭量が銀銭

相場に連動していて価値は変わらず，銀貨表示の額面をたんに銭貨表示に置き

換えただけだろうか。沼野家が加入していた「山下幸右衛門米頼母子」懸け米

代の書付の一部である�の記録は，そうではなかったことを明示している。

「米」頼母子と称しながら，勘定は銀建てで行われており，少量の米代は銭建

て代価であった。米１斗２升が銀８匁７厘であり，米１升が銭７０文であった

ので，銀１匁は銭１０４文（１２×７０／８．０７）となる。これはあきらかに当時の宮

津城下の銭相場を示しており，「銭１匁」の９６文とは異なっている。ちなみに，

さきの�による金１分相場から，京都の金銭相場と比較すると，宮津では金１

両につき銭６，４４８文であったのに対して，京都では銭６，５７６文であった。金銭

相場では両地の格差はわずか２％であり，金銀相場でも３．８％に過ぎない。「銭

１匁」が含む銭量は銀銭相場とは異なる，別の単位と考えなければならない。

�は銀匁と銭匁の関係を表していると考えられる記録である。沼野家が西川

新蔵という者に反物３丈５尺を織らせた代銀１７匁５分を，金１分（�，�の

事例からも，宮津金銀相場は１両＝６２匁となり，したがって金１分＝銀１５匁
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５分）と残り銀２匁で支払うべきところ，そのうちの「銀２匁」分を銭２匁と

１６文で手渡したのである。つまり，宮津銀銭相場を９月も４月から変わらず

１０４文とすれば，銭匁の内実は９６文のままであった（（１０４×２－１６）／２）。ここ

で，「銭弐匁さし拾六文添え」とある表示が，いかにも「銭匁」の内実が９６文

で固定化しており，銀建てで取引する際に時々の銀銭相場に応じて「さし銭」

を添えていたように見える。すなわち，宮津地方では１匁を９６文とする固定

銭匁遣いが成立していたように見える。この点はのちに検討するが，少なくと

も当時，代金授受にあたり，金１分以下の銀建て支払いでは銭貨が用いら

れ，９６文以上には銭９６枚をまとめた銭緡で，残余の端数はバラ銭で決済して

いたことが分かる。

沼野家は知行取りであったので，藩蔵を経ないで直接年貢米を収納し，自家

消費分以外の余剰米を換金するため，払米することが少なくなかった。その

際，米代は銀建てで取引されるが，支払い手段としてはすでに当時，�のよう

に金貨を主要とし，端数は銭貨が使用された。しかし，�のように正銀が直接
かけ や

授受されることもあった。「懸や包」とは通用銀を城下の（銀）懸屋が一定重

量を秤で確認したのち，紙で包んでその重量と懸屋名を記し，封印したもので

ある。秤量貨幣である銀貨は，支払い・受け取りのつどその品位と重量を確認

しなければ確実な通貨として使用しがたい難点を抱えていたが，このようにあ

らかじめ信用のある専門業者の記名と封印があれば，記入された重量を確認す

るだけで秤量の必要もなく，スムーズに授受されたわけである。多くは，銀貨

の基本単位である「４３匁」（銀「１枚」と称せられた）や，まとまった額の「５００

匁包」などに「包銀」として用いられたが，�のような小額の包銀はまれなケ

ースである。

それはともかくとして，�，�ともに「さし」銭の記載がある。これは何を

意味しているであろう。�の場合は，大工七治郎が沼野家に支払うべき米代の

包銀以外の銀３匁６分を銭匁で支払う１８）際に，銀額の１割に相当する銭３分

６厘を「さし」として付加している。銭１匁は９６文であり，銀１匁は１０４文
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であったので，銀１匁相当分を銭匁で支払う場合，「１割さし」ならば約１０６

文（９６×１．１＝１０５．６）となり，銀銭相場で調整した結果とも思われない。�の

場合は，「（銀）２匁９分８厘」（９６文銭ならば，２８６文）に対して「さし１８文」

であるので，差し歩は６．３％に過ぎない。�の場合は，銭２匁に対して１６文

の「さし」であるので，差し歩は８．３％であった。このように，銭匁の内実が

９６文のままであり，ほぼ同一時期内の取引であるにもかかわらず，銀匁と銭

匁が一定割合で換算されていないのは，沼野家が取引相手により銭匁の価額評

価を調整していて，それは端数であるために可能であったものと考えられる。

ところが，三上家に残る大量の借用・受取書付類を見ると，銀匁と銭匁の間

には一定の換算率が存在していた。いま１８３０（文政１３）年１年間分，８８件（表

４）のうち，銀匁と銭匁の換算率が判明する例が１１件ある。そして，いずれ

の場合も銭匁は銀匁の１．１３倍であった。しかも，そのうちの６件は「札」な

いし「銭手形」で授受しており，あきらかに銭貨そのものがやり取りされては

いなかった。たとえば，１月５日に薮田左兵衛は三上家より銀１２０貫目を受け

取ったが，銀貨ではなく「札」で，しかもその額面は１．１３倍の１１貫３００匁で

あった。同年の記録の限り，銀札はまったく記録されておらず，この札は１月

２１日や２９日に記されているような「銭札」であった。また，この銭札は閏３

月２日のように，「銭手形」という名称で授受されてもいたらしい。すなわち，

池田屋善七は頼母子掛銀として三上家から銭手形３３９匁を受け取ったが，その

銀額は３００匁であって，換算率は銭匁の場合と同じ１．１３倍である。これらの

事例から，たんに「札」と記されていても，それは銀建てではなく，銭匁建て

であることが類推できよう。

いずれにしても，寛政期末年では銀匁と銭匁の換算率はまだ一定でなかった

が，文政期末年ではすでに１．１３に収斂していたことが分かる。この換算率が，

１８）ここでの銭匁額は３匁６分でよいところ，「３匁６分５厘」となっている。さし銭が「１
割」の３分６厘であり，合計して「銭４匁ト１文」（３．６５＋０．３６＝４．０１）を支払っている
ので，「３匁６分５厘」は誤記ではないと思われる。それにしても，なぜ「５厘」が余分に
付加されているかはあきらかでない。
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月日 額 面 借・受取主 備 考
１．４ 銀１２５匁５５４ 仲□□助
１．５ 銀１０貫目 薮田左兵衛 此札１１貫３００匁
１．６ 銀１１貫目 大津屋善治
１．８ 銀９貫目 米会所
１．１２ １７貫目 山本善治
１．２１ 銭札６００目 いなばや勘七
１．２５ 金３両 松屋左兵衛 借用仕候
１．２７ 金５両 塩屋庄八
１．２９ 銭札１貫目 田辺屋喜六
２．５ 金４両 田辺屋新助
２．１５ 銀７５０匁 山本善治 此銭８４７匁５分
２．１７ 銀１貫５００目 三上淳道内 御為扶被下候
２．２９ 金７０両 大津屋善治
３．１ 銀１貫３０８匁 大津屋善治 但シ金２０両
３．５ 銀２貫目 懸屋（山本） 手組頭殿１４貫匁上納之内
３．１１ 銀２３７匁５７ 懸屋（山本） 御講銀之内
３．１１ 金７両 栗田長次郎
３．１５ 銀８００目 掛屋 手組５貫６００目之内へ受取
３．１７ 金２両 塚田屋彦六
３．２１ 銀７００目 米会所手代 上納銀として
３．２６ 金１１両 田辺屋新助
閏３．２ 銀１貫６００目 かと屋吉八郎
閏３．２ 銭手形３３９匁 池田屋善七 頼母子掛銀，此銀３００匁
閏３．３ 金１６両 敦賀屋吉左衛門 ６５匁４分かへ
閏３．１１ 金７両 栗田長次郎
閏３．１３ 銀３貫５００目 米会所 手組納銀
閏３．１５ 金３０両 津国屋隼太郎 石川西禅寺頼母子銀として

代銀１貫９６２匁
閏３．２４ 札１０８匁５３ 山田屋八右衛門 米算用不足銀
閏３．２５ 銀１３貫８０目 米会所 金２００両
閏３．２６ 銀１７５匁 京屋岩右衛門 石川村御上納銀として
４．１ 金２０両 わた屋新五郎 為御扶被下，○札２匁御添被下
４．２ 銀１３０目 松屋清助
４．５ 銭手形３貫目 □□屋七左衛門
４．５ 銀６００目 米会所手代 此銭６７８匁，御仲間御割銀
４．１７ 銀８０６匁 米屋安兵衛 栗原隼太様上納銀として
４．１９ 銀２００目 松屋清助
４．２０ 銀１００目 松屋清助
４．２２ 銀８００目 利兵衛
４．２４ 銀４００目 □□屋新蔵
４．２７ 銀１１０匁４５ 米会所手代 御仲間御割銀
５．４ 銭札３０目 柿屋五郎七 頼母子掛銭
５．９ 金４両 松屋左兵衛
５．１５ 銀４貫２００目 米会所 掛屋納之分受取

表４ 三上家宛て借用・受取証文 文政１３年
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月日 額 面 借・受取主 備 考
５．２２ 金３両ト銀５匁２分５厘 三文字屋儀右衛門
５．２５ 銀１００目 喜兵衛 龍岡様頼母子掛銀
５．２７ 金５両 池田屋伊兵衛 為扶御越被下
６．１１ 銭１貫目 市五郎 古手代，八朔限
６．２８ 金７両 栗田長次郎
７．１２ 銭２００匁 仏性寺村茂兵衛 借用
７．１２ 銭手形６９匁５分 有松屋猪助 受取
７．１３ 銀６８０匁８８ 米屋安兵衛 栗原隼多様廻り…
７．１３ 銭１５０匁 油屋久五郎 市場様御掛銀
７．１３ 銭１００目 □□勘六 借用
７．１３ 銭手形３００目 三上淳道内
７．１４ 金７両 栗田長次郎 借用仕候
７．１５ 銭手形３００目 松屋清助
８．２８ 銭１４６匁６８ 懸り組頭 御類焼利銀被下
９．２ 銭手形３９５匁５分 敦賀屋吉左衛門
９．２１ 銭６匁２分１厘 谷屋孫助
１０．２１ 札２貫２６０匁 わた屋新五郎 此銀２貫目，為借持被下
１０．２２ 銀１５０匁 敦賀屋吉左衛門 頼母子懸銀として
１０．晦 金３両２分ト銭札１貫８７匁６２ 敦賀屋吉左衛門
１１．５ 金２１０両 山本善治 １１０両は米会所，１００両は下勝手
１１．６ 金５両 三上淳道内
１１．７ 札１貫１３０匁 綿屋新五郎 此銀１貫目，為御扶被下
１１．９ 銭札３００目 いなばや勘七
１１．１５ 銀２貫６００目 庄屋隼太郎 此銭２貫９３８匁，金４両代
１１．１５ 金１５０両 庄屋隼太郎 為替金之内
１１．２１ 銭札２００目 いなばや勘七
１１．２３ 銀５００目 利兵衛
１１．２６ 銀４貫目 元結屋利兵衛
１１．２８ 札３貫９５５匁 綿屋新五郎 御扶被下
１２．２ 金２５両 山家屋利七
１２．１０ 銀３貫目 綿屋新五郎 但し札３貫３９０目
１２．１０ 銀１貫５００目 三上淳道内 御為扶被下
１２．１１ 金２０両 利兵衛 此銀１貫３００目
１２．１２ 銀２貫７００目 元結屋利兵衛
１２．１４ 金１００両 元結屋勘兵衛 此銀６貫５００目
１２．１６ 札４貫５２０目 綿屋新五郎 此銀４貫目
１２．１８ 銀５０目 みと屋彦六
１２．１９ 金３０両外ニ札５６匁９分 綿屋新五郎 都合銀２貫目
１２．１９ 金４０両 元結屋利兵衛 但シ六五かへ
１２．２０ 銀６貫目 湊屋新五郎
１２．２０ 金４５両 湊屋新五郎
１２．２１ 銀５貫９６匁４３ 米屋幸助 御払い米１５１俵代
１２．２２ 札２貫目 栗田伝兵衛
１２．２５ 銭５２匁８８ 鞍岡内記 此銀４６匁８分
１２．２９ 銀２貫９１匁５２ 米屋安兵衛 栗原隼多様分，受取
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以降，どのように推移したか次に観察しよう。表５は１８世紀末年以降，宮津

地方の銀・銭匁比と銭匁内実の判明する限りのデータをまとめたものである。

一般化するにはかならずしも十分な件数のデータは得られていないが，おおよ

その趨勢は知ることができる。

銀・銭匁比は文政末年に１．１３となって以降，天保期全般にわたり同じ換算

率を維持し，弘化・嘉永年間は判明しないが，安政・文久期も同様であったこ

とが知られる。では，関連する銭匁内実はどうかというと，かならずしも９６

文で一定していたわけではなく，天保期に一時的に９２文となったり，９７．５文

と増加したりした後，天保末年以降は趨勢的に減少を始め，１８６３（文久３）年

１１月には７０文まで低落した。宮津銭相場はほとんど判明しないので，京都銭

相場との関連を見ると，銭匁の内実はある程度固定化の傾向が見られるもの

の，銭相場の動向には影響を受けていたことが類推できる。

時期（年月） 勘定内容 銀・銭匁比 銭匁内実 京都銭相場 典 拠

寛政１３．１～１２
文政１３．１～１２
天保４．２
天保５．５
天保６．１０
天保８．３
天保８．４
天保１０．３
天保１０．４
天保１０．４
天保１４．５
天保１５．７
安政２．２
安政４．８
文久３．７
文久３．１０
文久３．１１

沼野家諸勘定
諸借用・受取証文
町入用集銭
三百人講町別割当て
献金・集銭内訳
地子銀川向町納分
分銅入用川向町分
仏性寺法令入用軒別集銭
難渋人へ割渡し金
人足賃受取り
仏心屋辰年利銭
利銭勘定
苧代
青鯨皮身入札代銀
追掛町石橋入用銀貸渡し
銭相場に付き町方へ触
銭相場に付き町方へ触

１．０６３～１．０８３
１．１３

１．１３
１．１３
１．１３

１．１３

１．１３
１．１３
１．１３

９６文
９６文
９２文

９６文

９６文
９７．５文

９６文
９２文
９２文

８０文
７０文

１０７文
１０６文
１０８文
１１０文
１０９文

１１１文
１１３文

１０２文
１００文
９６文
９５文

７８．７文

市史２巻 p．３００－９４
三上家文書
市史３巻 p．１２０
市史３巻 p．１３０
市史３巻 p．１３６
市史３巻 p．１４８
市史３巻 p．１４８
市史３巻 p．１５６
市史３巻 p．１５７
市史３巻 p．１６２
三上家文書
三上家文書
市史３巻 p．７３９
市史３巻 p．７３５
市史３巻 p．２３９
市史３巻 p．２５１
市史３巻 p．２５１

表５ 宮津地方の銀・銭匁比と銭匁内実

注：京都銭相場は中井信彦編「近世相場一覧」による。
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すなわち，まず宮津領での銭匁内実については，文政期は不明だが，天保期

に入ると一時的に減少した。三上家が町名主として記録した「名主役日記扣」

によれば，１８３３（天保４）年２月に幕領の久美浜役人が領内を通行した際の入

用を城下町家の間口に応じて集銭することとなり，川向町と猟師町合わせて

１０組の集銭合計は２貫５７６文であり，「此銭２８匁」であった。１９）したがって，

銭１匁は９２文（２，５７６／２８）となる。同時期に「用水かけひ入用」を４貫８０８

文集銭した際の「此銭」も５２．２２６匁であったので，銭１匁は９２文（４，８０８／

５２．２２６）と同じ内実であった。ところが２年半後，藩への献上金を川向町３５４

軒が町割で４貫４３３文集銭しているが，「此銭」は４６．１８匁２０）であり，銭１匁

は９６文（４，４３３／４６．１８）に復している。さらに１８３９（天保１０）年３月，「仏性
ママ

寺御法令（会）入用」として軒別に集銭した際の勘定では，１貫２８４文が銭１３

匁１分７厘に換算されており，２１）銭１匁は９７．５文となる。しかし，同年４月の

人足賃勘定では銭３貫７６０文が銭３９．１７匁に換算され，９６文銭となってお

り，銭１匁の内実が９６文以外となっても，おおむねそのレベルで運用された

ようである。この後，三上家文書「諸事扣帳」によれば，天保１４年５月に仏

心屋春三郎の辰年利銭として１９貫６０２文が計上され，「此銭２１３匁６厘」とあ

るので，銭１匁は９２文に下落している。さらに翌１５年７月には同扣帳に銭

１９貫７２３文が銭２１４匁３分８厘に換算されており，ここでも９２文替えであっ

た。

幕末の１８６３（文久３）年１０月ともなると国内の銭相場が大きく上昇したた

めか，次のように銭匁相場を大幅に上げる通達を町役所が出している。

「（文久３年）十一月十日

１９）『宮津市史』史料編第３巻，１９９９年，１２０頁。
２０）同上書，１３６頁。
２１）同上書，１５６頁。ただし，同史料の編集者は１貫２８４文の集銭換算銭匁額を本文のよう
に「１３匁１分７厘」としているが，原史料では「１分」の部分が判読しがたく，編集者の
推定に基づいている。「壱」と「三」の文字は帳簿では区分しがたく記帳されることが少
なくないので，「１分」ではなく「３分」と記されているならば，９６文（１，２８４／１３．３７＝９６）
遣いとなって，天保６年以降は９６文のまま不変であったことになる。
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銭相場，近国不相応之義有之候ニ付，以来左之通相心得可申候

一銭壱匁ニ付正銭七拾文

但是�八十文之処拾文上ヶ

右之通差支無之様通用可致候

右之段被仰出候間，町方へ可相触候

十一月十二日 町役所 （文久２年「御用留日記」殿村家）２２）」

これによれば，銭匁相場はそれまで銭１匁につき８０文であったのを，一気

に１０文上げて７０文とすることを町役所が触れており，市場での動向にかかわ

らず，藩当局が決定した相場が民間での取引の準拠とされたことがわかる。で

は，何を基準に藩当局が銭匁相場を決めたのであろうか。表５を見る限り，銭

匁内実は寛政末年より天保末年まで９２～９７．５文の幅内で，おおむね９６文を基

準に推移したようである。判明する限りの京都銭相場との格差を対比すると，

１匁あたり１１～１５文の幅内に収まっていて，比較的安定していたというべき

であろう。畿内の銭相場上昇（銀貨低落）は安政初年（１８５４～）から始まり，

京都では文久３年ころからその上昇の度合いを増すが，宮津の銭匁内実の減少

もほぼ推移をいつにしているといえよう。宮津銭相場がほとんど判明しないの

で，厳密なことは言えないが，銭匁相場の変更はこのような銭相場動向に応じ

て藩当局が基準相場を領内に触れ出していたと思われる。

表５からもう一つ観察できることは，銀・銭匁比が少なくとも文政末年より

つねに１．１３と固定していたことである。銭１匁とは，先にも見たように，た

とえば１緡を９２または９６枚の１文銭でくくられた銭貨を表すが，銀１匁と銭

１匁の通貨価値の間に１．１３の換算率が成立していたことをどのように解釈す

ればよいであろうか。

この疑問を解決する手立てとして，表４に多くあらわれていた銭札ないし銭

手形の存在がある。同表には額面，すなわち基準貨幣として銭匁が使用された

２２）同上書，２５１頁。
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件数が２５件あり，うち３分の２近い１６件は札ないし銭手形であった。正銀と

の換算率が判明するものを見ると，すべて銀匁１に対し銭匁１．１３となってい

るので，たとえば銭匁内実が９６文の場合，現銭９６文を１緡とする場合も，

「銭札（ないし銭手形）１匁」と表示される場合も同価値であったことになる。

つまり，銀匁と銭匁の名目額に乖離が生じているので，一見，銭札が減価した

ために差し歩が必要となっているように見える。しかし，さきに見たように宮

津地方では当時，９６文や９２文を１緡とする現銭も流通していたので，文政末

年から文久期にかけて１．１３という差し歩が生じていたのは別の要因を求めね

ばならないことになる。

そうすると，残る要因としては，流通量が減少しつつある銀貨に対して，反

比例するように全国的に増加しつつある銭貨が流通貨幣として代位してゆく中

で，少なくとも宮津領内では現実に存在する銀銭相場以上のプレミアムが生

じ，遅くとも文政期までには１．１３の比率が固定化したと考えられる。寛政期

に１．０６～１．１０と不定であったのは，当時まだ固定化していなかったためと思

われる。プレミアムが生じた契機としては，寛政期ないしそれ以前に進行した

銭相場の下落であって，それ以前の銭１緡のまとまりであった９６文を銀１匁

と同価値で使用する慣行が続いていたためではないか。市場における銭相場変

動に対して，１緡の銭量を変更するべきところ，９６文銭をそのまま使用し，

勘定に当たって一定のプレミアムを設定したのである。ところが，１．１３とい

うプレミアムが慣行化し，銭札が出回って領内に浸透すると，今度は銭匁の内

実を変更することで実際取引をより容易にできたと考えられる。

以上の見解を実証するデータは残念ながら今のところ得られないが，現時点

では銭匁勘定を銀匁勘定に換算する際にプレミアム（差し歩）が生じていた理

由として，消去法で以上のように推定せざるを得ない。そして，何より重要な

ことは宮津地方で銭匁勘定が少なからず用いられたといっても，結局は銀遣い

を意味していたことである。西南日本地域の多くで行われていた銭匁遣いは，

その慣行の成立期には銭匁の内実が銀銭相場の変動に伴って増減し，銭貨が銀
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建て取引の際の代用貨幣の役割を果たした。しかし，銭匁の内実が地域それぞ

れの一定銭量に固定化すると，もはや銭匁建て取引は銀建て取引と同等ではな

く，文字通りの銭建て取引となった。銀銭相場の変動にかかわらず銭貨を基準

貨幣として，銭貨の価値に基づいて取引するようになったのである。しかる

に，宮津地方の銭匁遣いはその内実が銀銭相場の変動により増減していたので

あり，銭貨が幕末期まで銀建て取引の決済通貨として使用された。この地域が

銀遣いであったことの反映であろう。

なお，表４に示した三上家証文類８８件の額面を貨幣別にまとめたものが表

６である。たまたま１年間，同家が受け取った貸付や受取の証文であるので，

取引の基準貨幣を示していると言ってよい。そうすると，銀建てがもっとも多

く３８件，ついで金建てと銭建てが２５件ずつとなっている。この時期の宮津地

方を，ひと言で銀建てと言うこともできないことがわかる。額面規模別にみる

と，５両未満の比較的少額な取引で銭匁建てが目立っているものの，１０両以上

や５０両を超える額面でも銭匁建てはあり，銭匁建てがかならず少額な取引で

基準貨幣となったとも言えない。金建ても銀建てに劣らない件数あるが，額面

規模のうえでとくに高額で金建てが多かったとも言えない。銀建て，金建てと

もにどの額面でもまんべんなく用いられており，両貨幣が使い分けされていた

ようにも見えない。要するに，当時出回りつつあった流通貨幣としての金貨を

銀建て取引の決済手段として使用する際，額面そのものをはじめから金建てに

額面 金建て 銀建て 銭匁建て

５両未満
５両～１０両未満
１０両～３０両未満
３０両～５０両未満
５０両以上

５
６
６
４
４

１０
３
１０
５
１０

１４
２
５
２
２

計 ２５ ３８ ２５

表６ 三上家宛て証文類の基準貨幣 文政１３年
（件数）
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する商慣行が定着しつつあったといえるのではなかろうか。銭匁建ても，同様

に，銀建て取引の際の決済手段として銭貨を使うことが当事者に自明である際

に，当初より銭貨建てで証文を作成していたことになろう。

５ 宮津地方の流通貨幣

前節では宮津地方の銭匁遣いの実態を究明するため，その事例を中心に取り

上げたので，多くの取引が銭匁遣いであったような印象を与えているかもしれ

ない。また，銀建て取引が基本であったといっても，実際にやり取りされる貨

幣はじつに多様であった。以下，判明する限り，紹介しよう。

まずはじめに，宮津藩の民政記録「臨時留」２３）に現れる様相を示そう。

� １８５０（嘉永３）年峰山表江糸代銀滞り出訴・約定一札

「 一金六拾五両也

右者玉屋清七糸代銀滞ニ相成，訴訟被致候ニ付，早速銀子相渡可申処，当

月廿五日�延引申入候儀，相違無御座候，然ル上ハ限日之通相渡可申候，

為其約定一札依而如件

峰山 玉屋清七組合

嘉永三年戌六月 柏屋 清助 印

同 丹波屋孫兵衛組合

勢田屋長三郎印

口大野村

近江屋政右衛門殿 （p.６４８－９）」

これは領内口大野村政右衛門が峰山藩領玉屋清七を相手取って「糸代銀」の

決済を求めた際の約定証文である。ここでは政右衛門が清七に請求した糸代が

「代銀滞」と記されながら「金六拾五両也」と，金貨建てで示されていること

に注目したい。「銀子相渡可申処」とあるように，通常，取引は銀建てで行わ

２３）前掲『宮津市史』史料編第２巻所収。
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れ，決済は当然に銀貨でなされるべきところであった。しかし，当時他の西日

本の多くがそうであったように，支払手段としては金貨が多く用いられていた

ことから，約定証文の作成された時点から決済日まで短期であったため，直接

金建てで明示されたものと思われる。

� １８５２（嘉永５）年縮緬抜売者へ過料銭

「 網野村 新治

仲右衛門
マ マ

其方共儀，縮緬類抜売之儀不相成段弁江乍罷在，京都用場改ヲ外シ，問屋

ニも無之京都柳馬場三条上ル町茗荷屋吉兵衛江売捌候段不埒ニ付，新治者

六拾五〆文，仲右衛門者四拾貫文過料銭可申付処，…（後略） （p.７３９）」

これは領内網野村の小商人と思われる新治ほか１名が，京都商人に禁制と

なっている縮緬の抜け売りを行ったことが発覚し，過料を科せられた際の記録

である。ここでは６５貫文，４０貫文というような，小額ではない単位の過料が

銭貨で科せられていることに注目したい。銭６５貫文という貨幣価値は金１０両

前後，銀６５０匁前後にもなって，支払いの際は金貨か銭匁札が用いられたであ

ろう。通常の縮緬取引は銀建てであったろうが，一般庶民向けの過料は小額で

ある場合が多かったから，銭貨建てが基本となっていたものと思われる。ただ

し，縮緬抜け売りは藩の経済政策にもかかわる重大な罪であるため，銭文建て

であっても高額となったのであろう。

� １８５４（安政元）年盗品銭額

「 日置浜村水呑 亀三郎

其方儀（中略），百姓家土蔵四ヶ所這入候，（中略）衣類・雑物四拾八品盗

取，右之内拾四品者所持いたし，三拾四品者質物ニ差入，右代銭都合三百

八拾三匁之内弐百八拾三匁者酒食雑用ニ遣捨，其余者所持罷在…（後略）

（p.７７９）」

これは２年間にわたり，日置浜村の亀三郎というものが百姓家に侵入し，４

か所の土蔵から盗み取った４８品の行方と代価を調査した記録である。内容は
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衣類・雑物であって，とくに高価なものはない。４８品のうち３４品を質屋に入

れ，それらの総計が「銭３８３匁」であった。このような盗品が銀匁でも銭文で

もなく，銭匁で評価されたということはそれが当時の領内での一般的な通貨と

なっていたことを示している。

つぎに，さきに利用した寛政１３年「沼野家日記」から貨幣流通の具体的な

様相を観察しよう。

� 銀切手の引替え

「一銀五百目切手一枚引替，懸やへ差遣候也

一銀五百目 切手

内

百目包一

八十七匁一 山田やへ懸銀差遣

五十匁包二

三拾五匁一

十五匁一

三十九匁一

金弐両 此銀百廿四匁

右之通引替差上ル （正月１７日，p.３０４－５）」

これは沼野家が所有する銀切手を懸屋を通じて正貨に交換した際の記録であ

る。翌１８日の記録によると，「山田や八左衛門三拾人講頼母子」懸銀を合わせ

て１８７匁８分２厘支払っており，このために持ち合わせの銀切手を懸屋で現金

化したものと思われる。注目すべきは，１８世紀末において宮津地方ではまだ

正銀が必要に応じて授受されており，しかも授受された個々の正銀の単位が判

明しうることである。１００匁や５０匁というようなまとまった額面の包銀のほ

か，３５匁，１５匁，３９匁というような小玉銀が取り混ぜて授受され，なお正銀

が不足する場合に金貨（小判）が時々の金銀相場に応じて用いられた。山田屋

へ講銀として支払われた８７匁は，明示はないが丁銀１枚の標準重量４３匁前後
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を超えているので，懸屋が求めに応じてとり合わせた一種の包銀ではないかと

思われる。

� 小玉銀・正銀の使用
マ マ

「六平切米之内勘定違ニ而去暮拾匁渡不足有之候ニ付，則銀拾匁今日相渡

遣候也，銀七匁五分玉弐ツ銭弐匁五分指添，〆拾匁相渡遣済也

（３月２日，p.３１７）」
ママ

「覚本左盛方へ旧猟遣候分之利銀百三拾匁為持差遣候也，但金弐両 此銀

百廿四匁，銀六匁添 〆銀百三拾匁遣候也 （２月朔日，p.３０９）」

沼野家日記には前項以外でも随所に正銀使用例が記録されている。３月２日

の事例は家来の木村平六冬渡し切米の不足分銀１０匁分を小玉銀２つと銭２匁

５分で支払っている。２月朔日の例は昨年末に支払うべき利銀１３０匁を金２両

と銀６匁で決済している。「〆銀百三拾匁遣候也」とあるので，全額銀貨で支

払ったように見えるが，「金弐両 銀六匁添」の記載の方が実際に授受された

貨幣であろう。�正月１７日の講懸け銀事例のように，１００匁を超える高額で

も正銀で支払わねばならない場合もあったが，正銀不足のため，徐々に金貨が

銀遣い地域で流通手段として代用されつつあったことを示している。

� 弐朱判の使用

「一俵木や半治郎�腰帯一筋相調也，もへき地毛流也，代銀十弐匁也，代

銀相払遣候也，弐朱判一枚銭四匁三拾八文指添外弐分五リン遣，〆銀

十弐匁也 （正月１１日，p.３０３）」

「一屏風頼母子懸銀六匁三分七リン，有本方へ為持差遣候也

一赤玉丸薬代百拾五文，是又有本方へ為持遣候也，弐朱一為持差遣候也

一南鐐壱片 此銀七匁七分五リン

内六匁三分七リン 屏風懸銀
ママ

百拾五匁 丸薬代

不足十四文 （正月１２日，p .３０３）」

「一先達而調候いりこ弐斤代取り来，相払遣候也

近世畿内周縁地域の銭匁遣い ２１７



覚

一八匁五分 いりこ弐斤

〆右之通慥ニ請取申上候，以上

酉五月五日 塩や次右衛門

右弐朱判一枚遣，此銭八匁四分，一分銭添遣，八指

（正月１９日，p.３０５）」

１８世紀末ともなると，西日本でもようやく南鐐弐朱判の使用が浸透し始

め，沼野家日記でも多く記録されている。正銀不足をカバーしたのは金貨であ

るが，小判は銀貨に比べると高額であるため，小判の８分の１の単位通貨で，

より小額な取引に使用できる弐朱判はいったん浸透すればきわめて便宜な通貨

であった。正月１１～１９日の事例はいずれも日常的な小額の取引であり，弐朱

判１枚では不足する銀額を銭貨で補っている。なお，この時期の銭匁はすでに

銀匁と同価値ではなく，差し歩がつけられていた。１１日の事例では，銭４匁

（１匁＝９５文２４））に対して３８文の差し歩がつけられているので，１０％の乖離

が生じていたことになる。しかし，１９日の事例では「八指」と明示があるの

で８％であった。のちに「１．１３」に収束したように，この時期にはまだ取引の

つど差し歩が設定されていたことになる。

� 家来への切米支給貨幣

「一家来共切米相渡，左之通

一金壱両弐分 石倉五平

一同弐分弐朱 雲出東市

一同壱分 木村平六

一同壱分 平七

一銀四拾匁 瀧平

２４）沼野家日記に寛政１３年正月２０日以前の銭１匁内実を示す記述はない。しかし，正月１７
日に「弐朱一銭調候，小遣八匁三十八文」（p.３０５）とあり，弐朱判１枚が銭８匁と３８文
と評価されていたと解釈できる。本文�で紹介したように，２日後の１９日記事では弐朱判
１枚を銭８匁４分で換算しているので，銭４分＝３８文，すなわち銭１匁＝９５文となる。
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一同四拾匁 九兵衛

一同四拾匁 善八

一銭四拾五匁 なを

一同弐拾匁 つね

一同弐拾八匁 さん （７月１３日，p.３５０）」

最後に，三貨が身分に応じて使い分けられていた事例を示そう。沼野家の家

臣ないし使用人は１０名前後いた模様であるが，その俸給である切米は幕臣と

同様に春・夏・冬の三季に分けて支払われた。ただし，その支給割合と支給月

は若干異なっていたようで，幕臣の支給割合は冬（１０月）に全支給額の半分，

春（２月）・夏（５月）に４分の１ずつが支給された２５）のに対し，沼野家では

夏（７月）に半分，春（３月）・冬（１１月）に４分の１ずつ支給されたようで

ある。２６）本来，米で支給されるものであったが，寛政期にはすべて貨幣に代え

て支給されている。ここで興味深いのは，石倉以下の４人は金貨で，残り３人

の男子は銀貨で，女子３人は銭匁で支給されていることである。一見，支給額

に応じて使い分けたように見えるが，金貨で支給された石倉以外の３人は銀建

て支給の３人と銭建て支給の女子１人よりもあきらかに低額である。この点は

同日記の他の記事２７）から類推でき，石倉・雲出・木村の３人は侍格，平七以

下の４人は侍と小者の中間に位置する，文字通りの「ちゅうげん」，女子３人

２５）岩橋勝『近世日本物価史の研究』大原新生社，１９８１年，１７２－３頁。
２６）沼野家日記にこれらの明示はないが，年間の断片的記録を突き合わせるとこのようにな
る。すなわち，３月２７日の項に「一中間とも切米之内左之通相渡置候也」として，善八，
瀧平，九兵衛の３人に銀２０匁ずつ（p.３２２），また，１１月１６日の項に「一家来共へ切米之
内左之通相渡置候也」として，瀧平・九平（兵衛）に銀２０匁ずつを支給している（p.３８１）。
ただし，善八は銀建てでなく金２分，７月１３日に金１分であった平七が同額の金１分と
いうように，例外支給もあったようである。なお，夏切米で金１両２分の支給を受けた石
倉五平については，１２月２日の記事中に年間４両２分の切米を支給されていることが明示
されている（p.３８５）。

２７）沼野家日記６月１９日の記事によれば，当主の息子が藩の御中老役に就任した際の家来
からの祝儀に対する内祝いとして，石倉に金１００疋（銭１貫文，銀にして約１０匁余），雲
出に銀子２両（８．６匁），木村に銀６匁のほか，「中間４人」に銀１匁ずつ，「下女３人」に
同じく銀１匁ずつ手渡している。
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は下女であって，身分に応じて支給貨幣を使い分けていたようである。２８）

では，それぞれの支給貨幣がここで表示された通りであったかというと，そ

うではなくて時々の主要な流通貨幣で手渡されたようである。たとえば，下女

つねは７月支給の切米の早期支給を要望して，５月２６日に遡り受給してい

る。２９）その際，銭２０匁分を金１分（＝銭１６匁と７６文）と銭３匁と２０文にて

受けており，よりまとまった通貨が使用された。当時，高額貨幣としては金貨

が主流通貨幣であったから，金建て受給者はともかく，銀建て受給者は金・銭

を取り混ぜて切米を受けたと考えられる。おなじ銭貨でも銭匁と銭文を分けて

記録しているのは，当時のひと緡９６文銭がたしかに授受され，９６文に満たな

い端数の銭貨がバラ銭として使用されていたことがわかる。

また，沼野家の支払い記録に先立って，�で例示したような銀切手５００目が

懸屋で換金されている事例が少なくない。�の場合は２００匁近い講銀支払の必

要上，換金されたものであるが，切米支給に先立って懸屋に預託してある銀貨

を個々の支給額別に払い出している記録もある。３０）そもそも�の場合も，合わ

せて金２両２分２朱，銀１２０匁，銭９３匁の切米を支給する資金として，「盆前

内借」銀７５０匁を，息子内蔵助の当年物成を引き当てに御蔵方より借り受け，

それを懸屋に預託したうえで，３００匁から１０匁に至る５種額面の計８枚の銀

切手に換えている。３１）沼野家が年間どれだけの米や銀を得ていたのか，同日記

からは断片的な記録しか確認できないが，当年の「暮物成」代銀のみで銀３貫

１５匁を御蔵方より受け，うち２５０匁近くを天引きされている記録３２）があり，

他方，前節�で例示したような沼野家の保有米を適宜払い出して換金している

記録もある。同家の年間収入は当然定額であり，現金収入についてはいったん

２８）注２６にも記したように，平七のみ中間でありながら金建てで支給を受けている。侍格
でありながら，若年見習のため中間扱いだったためではないかと思われる。

２９）同日記，３３７頁。
３０）同年１１月１６日には家来５人に金３分と銀６０匁の冬切米を支給しているが，それに先
立って銀１１３匁を懸屋から受け取っている。（同日記，３８１頁）

３１）同日記，３４９頁。
３２）同日記，３９２－４頁。
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懸屋に預託し，その枠内で必要なつど銀切手で払い出したり，物成引当で短期

融資を受けていたものと考えられる。そして，計算貨幣としてはあくまで銀貨

が用いられたが，流通貨幣は金貨が主であり，小口取引に銭匁やバラ銭が不可

欠な手段として流通していたといえる。

６ む す び

近世後期において，銀匁遣いの本拠地である畿内の周辺で観察される銭匁遣

いの実態について，丹後宮津地方を中心に検討した本稿のあらたな観察事実と

考察結果はつぎのとおりである。

１）宮津地方で史料上，最初に銭匁遣いが確認できるのは１７８０（安永９）年

であった。それ以前からその慣行が始まっていた可能性は大きいが，どこ

まで遡れるかについては現在のところ史料的に確認することはできない。

ただし，宝永年間の極端な銀貨悪鋳で銀貨が大きく低落した正徳－享保初

年において，一見銭匁遣いが行われていたような表現が関連史料で確認で

きる。しかし，それは銀建て価格を銭貨で決済する取引をまとめて表示し

たにすぎない記録であり，一定の銭量を「１匁」と勘定し，直接的には取

引基準は銭貨である（ただし，銀銭相場変動により銭匁の内実が変動した

り，銭匁内実が変わらない場合は一定の差し歩が付いて，実質的に銀建て

取引と変わらない）安永期以降とは異なるものである。

２）宮津地方の銭匁内実，すなわち１匁当たり銭量は１９世紀前半で９６文の

場合が多かった。ただし，固定化していたわけではなく，９２文の時期も

複数年確認でき，幕末には８０文や７０文の水準にまで下落した。銭匁の内

実量は当地の銀銭相場とは異なり，銀建て取引に勘定する際は，一定のプ

レミアムが付された。そのプレミアムは，少なくとも１８２０年代末以降

１８６３年まで，１．１３であった。１８世紀末は１．０８前後であったので，宮津

地方の銭匁は９６文に固定化しつつも，実際は内実を調整したり，プレミ

アムを上下して，「銀遣い」を貫徹していたことがうかがわれる。
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３）「銭匁建て」取引で，「札」「銭手形」が授受される場合が少なくなかっ

た。しかも，札１匁と銭１匁は多くの取引記録例から判断して同価値で

あったので，あたかも「銭匁」勘定そのものが「札」勘定であったとも解

釈可能になる。さらにこの札が銀札であって，その札価が下落したために

正銀との価値と乖離して，銀貨に換算する際には一定のプレミアムが生じ

たようにも見える。たしかに幕末期に確認できたように，銭１匁の銭量は

藩当局が基準相場を明示・通達しているので，諸藩の藩札基準相場通達の

模様と類似し，そうした理解が容易になる。けれども，何よりも現在まで

確認できる関連史料からは，銀札が１８世紀末以降流通していた痕跡は

まったく見いだせないし，かりに流通していたとしても，１９世紀前半の

少なくとも３０年間前後にわたって，正銀と銀札との価値乖離が１．１３のま

ま一定で推移したとは考えにくい。ここで確認された「札」とは，別に「銭

手形」とも称されたような，文字通りの銭札（銭匁札）と考えなければな

らないであろう。

４）では，１８世紀末から生じていた，銀匁と銭匁との間のプレミアムをど

のように解釈すればよいであろうか。銭匁が銭札と同価値であったので，

もともと銀匁と同価値であった銭札の価値が下落したために，銭札を銀貨

に換算する際，相応の差し歩（プレミアム）を付したようにみえる。しか

し，銭匁はつねに銭札そのものではなく，現実に一定の枚数（多くは９６

枚）でくくられた銭貨のまとまりであった。したがって，札価下落によっ

て生じたとするよりも，銀１匁と銭１匁との間の価値の乖離，すなわち銀

銭相場変動により，当初銀匁に等しかった銭匁の価値が下落するにつれ，

相応のプレミアムが必要となったと考える。このプレミアムが当初は銀銭

相場に応じて１．０８前後で変動し，１８２０年代に１．１３の水準で安定化する

うち，このプレミアムが固定化し，１８６０年代の激しい銀貨低落が始まる

と，今度は銭匁内実量そのものが変更されたものと考えられる。これら一

連の動きで確認できたことは，貨幣の授受はいったん慣行として定着する
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と，銭匁の内実といい，プレミアムといい，固定化する傾向が強かったと

いうことである。

［後記］

本稿執筆のための三上家文書閲覧にあたって，京都府立丹後郷土資料館より有益

な便宜が得られた。また，本稿は２００７年１月１４日に開催された第２５回貨幣史研究

会（松山大学西宮温山記念会館にて）で報告した内容に加筆したものであるが，当

日同会への参加者諸氏，とりわけ同志社大学・鹿野嘉昭氏から有用なコメントをい

ただいた。あわせて謝意を表したい。なお，本稿は２００６年度松山大学特別研究助成

による成果の一部である。
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